
議案第１０１号 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和３年 ５ 月３１日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例 

川崎市都市公園条例（昭和３２年川崎市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第１項の表中 

「 

大師公園 水泳プール 

                                 」 

を 

「 

大師公園 水泳プール 

駐車場 

」 

に改め、同条第２項の表中 

「 

野球場照明施

設 

３月１日から

11月30日まで 

午後６時30分

から午後８時 

12月１日から

翌年の２月末 

市長は、必要

に応じ左欄の

区

Ｄ

の

区

域 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定（「第２

５条」を「第２６条」に改める部分に限る。）は、令和３年１０月１日から施

行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区地区計画の区域内における建築物に係る制限に

関し必要な事項を定め、及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行令の一部改正に伴い所要の整備を行うため、この条例を制定するも

のである。 

議案第１０１号



  30分まで 日までの日 供用期間、供 

用時間及び休 

場日を変更す 

ることができ

る。ただし、

第１８条の２ 

第１項に規定

する指定管理

者が管理を行

う有料施設に

あっては、当

該指定管理者

は、必要に応

じ、あらかじ

め市長の承認 

を得て、同欄

の供用期間、 

供用時間及び 

休場日を変更

することがで

きる。 

サッカー場照

明施設 

テニスコート

照明施設 

１月１日から

12月31日まで 

午後６時30分

から午後８時

30分まで 

12月29日から

翌年の１月４

日までの日 

屋内野球練習

場 

相撲場 

 午前９時から

午後５時まで 

 

」 

を 

「 

野球場照明施

設 

３月１日から

11月30日まで 

 

午後６時30分

から午後８時

30分まで 

12月１日から

翌年の２月末

日までの日 

市長は、必要

に応じ左欄の

供用期間、供



屋内野球練習

場 

４月１日から 

10月31日まで 

 

午前６時から

午後８時30分

まで 

12月29日から 

翌年の１月４ 

日までの日 

用時間及び休

場日を変更す

ることができ

る。ただし、

第１８条の２

第１項に規定

する指定管理

者が管理を行

う有料施設に

あっては、当

該指定管理者

は、必要に応

じ、あらかじ

め市長の承認

を得て、同欄

の供用期間、

供用時間及び

休場日を変更

することがで

きる。 

11月１日から

11月30日まで

３月１日から

３月31日まで 

12月１日から

翌年の２月末

日まで 

午前８時から

午後８時30分

まで 

 

午前８時から

午後５時まで 

サッカー場照

明施設 

テニスコート

照明施設 

１月１日から

12月31日まで 

午後６時30分

から午後８時

30分まで 

相撲場 午前９時から

午後５時まで 

」 

に、「生田緑地」を「大師公園及び生田緑地」に改める。 

第８条第１項中「（野球場（富士見公園」の次に「、大師公園、小田公園、

桜川公園及び池上新田公園」を、「、多目的屋内施設多目的室」の次に「、野

球場照明施設（大師公園に設けるものに限る。）、テニスコート（大師公園に

設けるものに限る。）」を加え、同項の表中「富士見公園」の次に「、大師公

園、小田公園、桜川公園、池上新田公園」を、「野球場照明施設」の次に「（大

師公園に設けるものを除く。）」を加え、 

  30分まで 日までの日 供用期間、供 

用時間及び休 

場日を変更す 

ることができ

る。ただし、

第１８条の２ 

第１項に規定

する指定管理

者が管理を行

う有料施設に

あっては、当

該指定管理者

は、必要に応

じ、あらかじ

め市長の承認 

を得て、同欄

の供用期間、 

供用時間及び 

休場日を変更

することがで

きる。 

サッカー場照

明施設 

テニスコート

照明施設 

１月１日から

12月31日まで 

午後６時30分

から午後８時

30分まで 

12月29日から

翌年の１月４

日までの日 

屋内野球練習

場 

相撲場 

 午前９時から

午後５時まで 

 

」 

を 

「 

野球場照明施

設 

３月１日から

11月30日まで 

 

午後６時30分

から午後８時

30分まで 

12月１日から

翌年の２月末

日までの日 

市長は、必要

に応じ左欄の

供用期間、供



「 

テニスコー
ト 

１ 面 

１ 回 
（１時間以内） 750円   

       」 

を 

「 

テニスコー
ト（大師公
園に設ける
ものを除く。） 

１ 面 

１ 回 
（１時間以内） 750円   

      」 

に改める。 

第８条の２第１項中「富士見公園」の次に「、大師公園、小田公園、桜川公

園及び池上新田公園」を、「多目的屋内施設多目的室」の次に「、野球場照明

施設（大師公園に設けるものに限る。）、テニスコート（大師公園に設けるも

のに限る。）」を加え、同条第３項の表中 

「 

野球場（富士見公園に設

けるものに限る。） 
１回（２時間以内） 2,500円 

」 

を 

「 

野球場（富士見公園、大

師公園、小田公園、桜川

公園及び池上新田公園に

設けるものに限る。） 

１箇所 

１ 回 
（２時間以内） 2,500円 

」 

に、 

「 

「 

テニスコー
ト 

１ 面 

１ 回 
（１時間以内） 750円   

       」 

を 

「 

テニスコー
ト（大師公
園に設ける
ものを除く。） 

１ 面 

１ 回 
（１時間以内） 750円   

      」 

に改める。 

第８条の２第１項中「富士見公園」の次に「、大師公園、小田公園、桜川公

園及び池上新田公園」を、「多目的屋内施設多目的室」の次に「、野球場照明

施設（大師公園に設けるものに限る。）、テニスコート（大師公園に設けるも

のに限る。）」を加え、同条第３項の表中 

「 

野球場（富士見公園に設

けるものに限る。） 
１回（２時間以内） 2,500円 

」 

を 

「 

野球場（富士見公園、大

師公園、小田公園、桜川

公園及び池上新田公園に

設けるものに限る。） 

１箇所 

１ 回 
（２時間以内） 2,500円 

」 

に、 

「 



多目的屋内施設多目的室 同（同） 2,470円 

」 

を 

「 

多目的屋内施設多目的室 同（同） 2,470円 

野球場照明施設（大師公

園に設けるものに限る。） 
同（同） 6,000円 

テニスコート（大師公園

に設けるものに限る。） 

１面 

１回 
（同） 750円 

 」 

に、「生田緑地」を「大師公園及び生田緑地」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第６条第２項の表の

改正規定（「生田緑地」を「大師公園及び生田緑地」に改める部分を除く。）

は、令和３年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った利用の承認その他の行

為で、この条例の施行の日において改正後の条例の規定により当該行為に相

当する行為を行うべきものが改正後の条例第１８条の２第１項に規定する指

定管理者となるものは、同日以後においては、当該指定管理者の行った利用

の承認その他の行為とみなす。 

 

 

 

 

「 

テニスコー
ト 

１ 面 

１ 回 
（１時間以内） 750円   

       」 

を 

「 

テニスコー
ト（大師公
園に設ける
ものを除く。） 

１ 面 

１ 回 
（１時間以内） 750円   

      」 

に改める。 

第８条の２第１項中「富士見公園」の次に「、大師公園、小田公園、桜川公

園及び池上新田公園」を、「多目的屋内施設多目的室」の次に「、野球場照明

施設（大師公園に設けるものに限る。）、テニスコート（大師公園に設けるも

のに限る。）」を加え、同条第３項の表中 

「 

野球場（富士見公園に設

けるものに限る。） 
１回（２時間以内） 2,500円 

」 

を 

「 

野球場（富士見公園、大

師公園、小田公園、桜川

公園及び池上新田公園に

設けるものに限る。） 

１箇所 

１ 回 
（２時間以内） 2,500円 

」 

に、 

「 



参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 大師公園の駐車場について有料で利用させる公園施設とすること、小田公園、

桜川公園及び池上新田公園の野球場並びに大師公園の駐車場についてその管理

を指定管理者に行わせること、これらの公園施設、大師公園の野球場等につい

て利用料金制を導入すること等のため、この条例を制定するものである。 




